
一般会計補正予算 （第6号）
　補正額 3億5,687万円
　総　額 169億4,867万円

主なもの

                  780万円
周辺整備工事費　
                  780万円

　　　　

太陽光発電システム
設置補助金　　　　640万円

　　　 万円

自立支援医療（更生医療）
　　　 万円 　　 万円

障害福祉サービス
　　 7,699万円

1kwあたり2万円（上限8万円）

合志市議会だより
第28号第28号 2

合志市議会だより
3
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12
月
定
例
会
は
、
12
月
3
日
か
ら
12
月
19
日
ま
で
の
17
日
間
の
会
期
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

合
志
市
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
ほ
か
条
例
2
件
、
24
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
の
補
正
予

算
5
件
、
専
決
1
件
、
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
な
ど
人
事
2
件
、
そ
の
ほ
か

菊
池
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及
び
規
約
の
一
部
変
更
な
ど
併
せ
て
合
計
12
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
請
願
1
件
に
つ
い
て
審
議
し
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
原
案
を
可
決
・
承
認
・
採
択
し
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
議
員
提
出
議
案
「
合
志
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
ほ
か
2
件
が
追
加
提
出
さ

れ
全
件
可
決
と
な
り
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
、
12
人
が
市
政
に
関
す
る
問
題
を
質
問
し
ま
し
た
。

平成24年第4回定例会日程

質疑、委員会付託

付託事件の審査

一般質問

委員会報告
（質疑、討論、表決）

市長提出議案上程
及び説明

主な内容

本会議

常任委員会

本会議
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条例改正

5月1日より市議会の委員会が
変わります

　次のように改正されました。

改正前

　総務常任委員会　　　　定数　6名

　産業建設常任委員会　　定数　5名

　健康福祉常任委員会　　定数　5名

　文教常任委員会　　　　定数　5名

　議会運営委員会　　　　定数　8名

改正後

　総務常任委員会　　　　定数　7名

　文教経済常任委員会　　定数　7名

　健康福祉常任委員会　　定数　7名

　議会運営委員会　　　　定数　7名

合志市議会会議規則の一部を
改正する規則の制定

　地方自治法の一部改正に伴い、合志

市議会会議規則の一部を改正するもの

で内容は、本会議における公聴会、参考

人制度の導入に関する規定の整備が

行われているので、それに沿って会議規

則を整備しました。

　熊本県におかれましては、日頃より県民の幸せ量増大のために、 最大限の
努力をもって県政に取り組んでいただき、合志市議会として衷心より感謝申し
上げます。
　国内では、政局が混沌とする中、今まで経験したことがない少子高齢・人口減
少社会に突入しており、大きく変化する社会に対応した基礎自治体の行政手腕
が問われるところであります。
　合志市は、他市とは異なりまだ人口増が続いていますが、行政経費もそれ以
上に増加し、義務的経費の割合が年々大きくなっている状況です。また、人口
の増加に比例して税収も上がるとの想定は、今の社会情勢には通用せず、市民
税は降下の一途をたどっています。
　現在、少子・高齢化による福祉予算の想定を上回る上昇、教育環境の整備等
への負担などが財政を圧迫し、財源をいかに確保するか、いかに伸ばしていく
かが市の喫緊の課題となっております。
　このような状況の中、合志市に対する企業からの進出要望があるものの、土
地利用上の規制から企業誘致もままならないというジレンマを市議会として
抱いております。
　市街化調整区域の区域区分による規制を、地区計画制度や集落内開発制度
で若干緩和することができてはいますが、根本的なまちづくりに寄与している
とは言いがたい部分があります。
　昭和46年の都市計画区域決定から40年以上が経過し、この圏域の様相も、
その当時とは大きく変貌しています。経済成長が著しい社会にあっては、乱開
発等を抑制する規制がまちづくりに貢献したともいえますが、現状での規制は
経済活動を大きく制限し、基礎自治体の体力を衰退させることとなっています。
　特に合併した合志市にとって、市街化区域が市面積の1割しかないという極
端な区域区分は、新市としての一体感を醸成する際の障壁となっています。
　また、経済活動においても商業の振興が図れず、統計資料を見るかぎり菊池
地域ではもちろんのこと、県内14市中、売場面積、従業者数、年間商品販売額
とも最低の数字を示すと共に、小売吸引力では50％そこそこの数値でしかあ
りません。購買力500億円の半分が他市町に流れるという歪な産業構造は、
合志市のこれからの発展を阻害する何ものでもないと考えます。
　合志市は、「菊池地域は一つ」の合言葉により、各種の広域連携を行ってまい
りました。熊本県の地域振興局の組織見直しでは、県北広域本部の所管区域に
なりますが、都市計画の圏域は熊本市を中心とする熊本都市計画区域に位置
づけるという、まちづくりと土地利用を別個に捉えた県の体制も非常に整合性
がないといえます。
　熊本県の英断で規制緩和を行って頂くだけで自治体独自の自主的なまちづ
くりが可能となり、熊本県政浮揚にも大きく貢献できると確信しますので、下記
項目について、よろしくお取り扱いくださるようお願い申し上げます。

記
1　熊本都市計画区域の圏域の見直し
2　市街化調整区域の規制緩和
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

一般会計補正予算などを可決！      12月議会一般会計補正予算などを可決！      12月議会
議員提案 意見書を県に提出

熊本県都市計画区域の見直し及び市街化調整区域の
規制緩和を求める意見書


